
事 務 連 絡

令 和 2年 2月 28日

関係団体 御中

厚生労働省医政局

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連 しての

医療機関､介護保険施設､障害保健施設等の対応について

令和 2年 2月27日､今般の新型コロナウイルス感染症-の対応の一環とし

て､政府から小学校､中学校､高等学校等に対 し､同年 3月2日以降の臨時休業

を要請 したところです｡今後､当該要請を踏まえて小学校等の休業等の対応が行

われる場合､それに伴い､子どもを持つ医師､看護師､リハビリ専門職等の医療

介護福祉分野の専門性を有する方々が子育て等を理由とした休暇の取得等を行

うことが想定されます｡

こうした場合においても､医療､介護及び障害福祉において必要とされるサー

ビスが地域で適切に提供されるよう､別添のとお り､各都道府県あて発出しまし

たので､その内容について御了知いただくとともに､新型コロナウイルスの感染

症防止のための学校等臨時休業期間における医療提供体制の確保に万全を期す

ため､下記に記載の内容について､貴管下の関係者-周知いただきますようお願

いいたします｡

記

1 新型コロナウイ/レス感染症防止のための学校等臨時休業に伴い､医療機関

の診療等の継続が困難 となった場合は､速やかに都道府県に連絡いただくこ

と｡

2 都道府県より､新型 コロナ ウイルス感染症防止のための学校等臨時休業に

伴 う医療従事者等の人材の派遣要請があった際は､その協力について必要な

検討を行っていただくこと｡



事 務 連 絡

令和2年2月28日

衛生主管部 (局)･民生主管部 (局) 御中

厚生労働省医政局

厚生労働省陸康局

厚生労働省社会 ･援破局

厚生労働省社会 ･援護局障害保健福祉部

厚生労働省子ども家庭局

厚生労働省老健局

厚生労働省保険局

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関､

社会福祉施設等の対応について

平素より厚生労働行政の推進に御尽力いただきまして､厚く御礼申し上げます｡

令和 2年2月 27日､今般の新型コロナウイルス感鞄症-の対応の一環として､政府

から小学校､中学校､高等学校等に対し､同年3月 2日以降の臨時休業を要請したとこ

ろです｡今後､当該要請を踏まえて小学校等の休業等の対応が行われる場合､それに伴

い､子どもを持つ医師､薬剤師､看護師､リハビリ専門職等の医療介護福祉分野の専門

性を有する方々が子育て等を理由とした休暇の取得等を行うことが想定されます｡

こうした場合においても､医療､介護､障害福祉等において必要とされるサービスが

地域で適卯 こ軽供されるよう下記の取扱いを行うこととしたため､内容についてご了知

いただくとともに､貴管内医療機関､社会福祉施設等に対する周知をお願いしますO

なお､この取扱いは､今般の新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図ることの重

要性に鑑みたものであることに御留意いただくようお願い申し上げますO

記

1.放課後児童クラブ等における柔軟な対応による勤務可能な看護師等の安定的確保に

ついて

放課後児童クラブについては､｢新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨

時休業に関連しての保育所等の対応について｣(令和 2年 2月27日厚生労働省子ども

家庭局保育課ほか連名事務連絡)【別添1】でお示ししたとおり､感染の予防に留意

した上で､原則として開所していただくようお願いしたい｡その際､開所時間につい

ては､長期休暇などにおける開所時間 (原則､1日につき8時間)に準じた取扱いと

する など､可能な限り柔軟な対応をお願いしたい｡



2.医療機関等における人員確保支援､配置基準や報酬算定要件等について

(1)学校等の臨時休業による貴管内の各医療機関等の人員不足状況や診療の継続の

可否の影響について､各医療機関等の承諾を得た上で､特に救急医療 (特にIC

Uの状況)､透析医療､新型コロナウイルス感染症対策などの地域医療に対して

影響が大きい医療を優先して把握するとともに､診療の継続が困難等の課題があ

れば､前広に厚生労働省医政局に報告すること｡

上記で把握 した学校等の臨時休業期間における各医療機関等の人員不足状況

等をもとに､学校等の臨時休業期間において必要な医療が提供できるよう､地域

の医師会等の関係団体と協議した上で､例えば､近隣医療機関間の職員融通や輪

番制などの体制整備など､地域の実情に応じて必要な医療提供体制を構築するこ

とO

また､臨時的な代替職員の確保等については､厚生労働省において関係団体と

調整を進めることとしており､都道桐:県においても､関係団体と必要な調整の上､

人員が不足している医療機関等に対する支援策について検討 していただきたい｡

(2)今般の学校等の臨時休業に伴い､自宅での子育て等を理由として勤務すること

が困難となる医師等 (臨時的な代替職員として一時的に他の医療機関等で従事す

ることとなる者を含む｡)については､当該医師等を医療法施行規則第 19灸､第

21条の2､第 22条の2及び第 22条の6に定める医師等の数の算定に加える取

扱いとして差し支えないこと.この場合における保険医療機関等の診療報酬上の

施設基準の取扱いについては､｢新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上

の臨時的な取扱いについて｣(令和2年 2月 14日厚生労働省保険局医療裸事務連

絡)【別添2】中2及び3に基づき行って差し支えない｡なお､これらの取扱い

をする場合においては､医療機関等における安全確保に努めるとともに､職員が

一時的に不足したことを記録し､保管しておくことO

(3)医療機関等における基本的な感染拡大防止､職員や利用者の体温計測及び発熱

等の症状がある場合の対応､面会制限､委託業者等-の対応等については､次の

事務連絡等を参照すること.

･ 医療機関における新型コロナウイルス感染症-の対応について (令和2年 2

月13日付け事務連絡)【別添 3】

･ 医療機関における新型コロナウイルス感熟症-の対応について (その2)｣

(令和2年 2月21日付け事務連絡)【別添4】

･ 医療施設等における感染拡大防止のための留意点について (令和2年2月 25

日付け事務連絡)【別添 51

3.社会福祉施設等における新型コロナウイルス-の対応等及び人員基準等の騒時的な

取扱いについて

(1)基本的な考え方

社会福祉施設等が提供する各種サービスは､利用者の方々やその家族の生活

を継続する上で欠かせないものであり､十分な感染防止対策を前提として､利用

者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である｡



利用者-の各種サービスの提供に当たっては､次の (2)から (9)までの事

項について十分に理解 した上で､適切に対応いただきたい｡

(2)基本的な事項

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策 (咳エチケット､手洗い､アルコー

ル消毒等)､流行地域からの帰国者等の取扱い､新型コロナウイルス感染症が発

生した場合の対応等については､次の事務連絡を参照すること｡

･ 社会福祉施設等における新型コロナウイルス-の対応について (その2)(令

和 2年 2月 14日厚生労働省子 ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事

務連絡)【別添 6】

･ 社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の

対応について (令和 2年 2月 18日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事

務連絡)【別添7】

｢社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等

の対応について(令和 2年 2月 18日付事務連絡)｣に関するQ&Aについて(令

和2年 2月 21日厚生労働省睡康局結核感染症課ほか連名事務連絡)【別添8】

･ 社会福祉施設等における新型コロナウイルス-の対応の徹底について (令和

2年 2月23日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)【別添9】

･ 社会福祉施設等における新型コロナウイルス-の対応について (令和 2年 2

月 27日現在)(令和 2年 2月 27日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連

名事務連絡)【別添 10】

(3)感染拡大防止に関する事項

職員や利用者の体温計測及び発熱等の症状がある場合の対応､面会制限や委託

業者等-の対応等､感染拡大防止のための対応については､次の事務連絡等を参

照することO

･ 社会福祉施設等 (入所施設 ･居住系サービスに限るO)における感染拡大防止

のための留意点について (令和2年 2月 24日厚生労働省健康局結核感染症課

ほか連名事務連絡)【別添 11】

･ 社会福祉施設等 (入所施設 ･居住系サービスを除く｡)における感染拡大防止

のための留意点について (令和 2年2月 24日厚生労働省健康局結核感染症課ほ

か連名事務連絡)【別添 12】

･ 新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童-の対応につ

いて (令和2年 2月 25日厚生労働省社会 ･援護局障害保健福祉部障害福祉課

事務連絡)【別添 13】

･ 認知症対応型共同生活介護事業所における新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のための対応について (令和 2年 2月 27日厚生労働省老健局総務課

認知症施策推進室事務連絡)【別添 14】

･ 有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感鞄症の感染拡大防止のため

の対応について (令和 2年 2月 27日厚生労働省老健局高齢者支援課､国土交通

省住宅局安心居住推進課連名事務連絡)【別添 15】

･ 共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた



めの対応について (令和2年2月 28日厚生労働省社会 ･援護局障害保健福祉部

障害福祉課地域生活支援推進室事務連絡)【別添 16】

･ 福祉型障害児入所施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ための対応について (令和2年 2月 28日厚生労働省社会 ･援護局障害保健福祉

部障害福祉課障害児 ･発達障害者支援室事務連絡)【別添 17】

･ 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 (2020年2月 21日国立感染症

研究所､国立国際医療研究センター国際感牡症センター)【別添 18】

(4)職員の確保に関する事項

職員の確保が困難な場合の対応については､次の事務連絡を参照することo

･ 社会福祉施設等における職員の確保について (令和2年 2月 17日厚生労働省

子ども家庭局総務課少子化総合対策重ほか連名事務連絡)【別添 19】

(5)衛生用晶の確保に関する事項

マスク､アルコール消毒等の衛生用晶については､次の事務連絡を参照するこ

とO

･ 新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク ･消毒用アルコー

ル等の高齢者施設等-の供給について (令和2年 2月 21日厚生労働省医政局

経済課ほか連名事務連絡)【別添 20】

(6)要介護認定に関する事項

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては､次

の事務連絡を参照することo

･ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (令

和2年 2月 18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)【別添 21】

･ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (そ

の2)(令和2年 2月 28日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)【別添 22】

(7)介護サービス事業所等の人員､施設 ･設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに

関する事項

介護報酬､人員､施設 ･設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについては､次

の事務連絡を参照すること｡

･ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて (令和2年 2月 17日厚生労働省老健局総務課謬知症施策推進

室ほか連名事務連絡)【別添 23】

･ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて (第2報)(令和2年 2月 24日厚生労働省老睡局総務課認知

症施策推進室ほか連名事務連絡)【別添 24】

･ 新型コロナウイ/レス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて (第3報)(令和2年 2月 28日厚生労働省老陸局総務課誰知

症施策推進室ほか連名事務連絡)【別添25】



(8)障害福祉サービス事業所等の人員､施設 ･設備及び運営基準等の臨時的な取扱

いに関する事項

障害福祉サービス等報酬､人員､施設 ･設備及び運営基準等の臨時的な取扱い

については､次の事務連絡を参照することo

･ 新型コロナウイルス-の対応に伴 う就労継続支援事業の取扱い等について

(令和2年2月20日厚生労働省社会･援讃局障害保健福祉部障害福祉課事務連

絡)【別添26】

･ 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて (第2報)(令和2年 2月 20日厚生労働省社会 ･援護

局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【別添 27】

･ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害者 (児)-の相談支援

の実施等について (令和2年 2月25日厚生労働省社会 ･援護局障害保健福祉部

憶害福祉課事務連絡)【別添 28】

･ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後

等デイサービス事業所等の対応について (令和2年 2月 27日厚生労働省社会 ･

援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【別添29】

･ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の蛤時休業に関連 しての放課後

等デイサービス事業所等の対応について (その2)(令和2年 2月28日厚生労

働省社会 ･援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)【別添 30】

･ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後

等デイサービス事業所等の対応について (その3)(令和2年2月 28日厚生労

働省社会 ･援護局障害保陸福祉部障害福祉課事務連絡)【別添31】

(9)保育所等､児童福祉施設等の人員配置基準等の取扱いについては､次の事務連

絡を参照すること｡

･ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴 う保育所等の人員基準の取扱いについ

て (令和2年 2月 25日厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)【別添 32】

･ 新型コロナウイルス感染症に係る児童入所施設等の人員基準等の臨時的な取

扱いについて (令和 2年2月 18日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連

絡)【別添 33】

･ 新型コロナウイルス感汲症に係る児童自立支援施設適所及び児童心理治療施

設適所部の臨時的な取扱いについて (令和2年2月 20日厚生労働省子ども家

庭局家庭福祉課事務連絡)【別添34】

･ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連 しての児童養

護施設等の対応について (令和2年 2月 28日厚生労働省子ども家庭局家庭福

祉課事務連絡)【別添 35】



【本件についての問合せ先】

(医療機関等に関するお問い合わせ 2 (1)関係)

厚生労働省医政局地域医療計画課

rrEL:03-5253-1111(内線4133)

FAX:03-3503-8562

E-mall:1Sei_50umu@mhlw.go.jp

(医療機関等に関するお問い合わせ 2 (2) ･ (3)関係)

厚生労働省医政局総務課

TEL:03-5253-1111(内線2529)

FAX.03-3501-2048

E-mail:iseLsoumu@mhlw,go.jp

(認可外保育施設に関するお問い合わせ)

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室

TEL:03-5253-1111 (内線4838)

(保育所等に関するお問い合わせ)

厚生労働省子ども家庭局保育課

TEL:03-5253-1111(内線4854,4853)

(児童福祉施設等に関するお問い合わせ)

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

TEL:03-5253-1111(内線4868)

厚生労働省子ども家庭局母子保健課

TEL:03-5253-1111(内線4976､4977)

(子育て援助活動支援事業､放課後児童クラブに関するお問い合わせ)

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課

TEL:03-5253-1111 (内線4966)

(保護施設に関するお問い合わせ)

厚生労働省社会 ･援護局保護課

TEL:03-5253-1111 (内線 2824)

(障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ)

厚生労働省社会 .援護局障害保健福祉部障害福祉課

TEL:03-5253-1111(内線 3148)

厚生労働省社会 ･援護局障害保健福祉部企画課

TEL:03-5253-1111(内線3022)



(介護保険サービスに関するお問い合わせ)

･認知症対応型共同生活介護､認知症対応型適所介護等について

厚生労働省老睡局総務課認知症施策推進室

でEL:03-5253-1111 (内線 3975､3973)

･介護老人福祉施設､特定施設入居者生活介護等について

厚生労働省老健局高齢者支援課

TEL:03-5253-1111 (内線 3929､3971)

･訪問介護､適所介護､居宅介護支援､ノト規模多機能型居宅介護等について

厚生労働省老陸局撰興課

TEL:03-5253-1111 (内線 3937､3979)

･介護老人保健施設､介護医療院､介護予防通所 リハビリ等について

厚生労働省老健局老人保障課

TEL:03-5253-1111 (内線 3948､3949)


